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「
お一
人
様
」の
不
安
や
課
題
の
解
消
に

信
頼
性
の
高
い
公
正
証
書
の
活
用
を

⿑⽊ 敏⽂
東京公証人会 会長
麹町公証役場 公証人

―
―
公
証
⼈
に
な
る
為
に
は
、
ど
の
様
な
資
格
や
キ
ャ
リ
ア

が
必
要
で
、
任
命
は
ど
の
様
に
な
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

齊
木
　
公
証
人
は
原
則
と
し
て
、
裁
判
官
や
検
察
官
、
或
い

は
弁
護
士
と
し
て
法
律
に
携
わ
っ
た
者
で
あ
る
事
が
必
要
で

す
。
加
え
て
、
公
証
人
法
第
13
条
に「
多
年
法
務
事
務
に
携

わ
り
法
曹
有
資
格
者
に
準
ず
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
、

か
つ
、
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
の
選
考
を
経

た
者
」と
い
う
規
定
が
有
り
ま
す
。
欠
員
が
生
じ
る
と
、
法

務
省
が
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。
公
務
員
の
定
年
が
65
歳

で
、
公
証
人
の
定
年
は
70
歳
で
す
か
ら
、
検
察
官
や
裁
判
官

が
定
年
前
に
公
証
人
と
な
る
ケ
ー
ス
が
必
然
的
に
多
く
な
り

ま
す
。
私
の
場
合
は
、
裁
判
官
と
し
て
65
歳
の
定
年
が
近
づ

い
て
来
た
時
期
に
、
千
代
田
区
内
で
の
募
集
に
応
募
し
、
採

用
後
、
麹
町
公
証
役
場
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
公
証
人
は
、

法
務
大
臣
か
ら
任
命
さ
れ
る
公
務
員
で
す
が
、
実
は
国
か
ら

の
財
政
的
支
援
等
は
一
切
無
く
、
公
証
役
場
の
家
賃
を
始

め
、
職
員
の
給
与
か
ら
パ
ソ
コ
ン
等
の
事
務
機
器
の
購
入

迄
、
全
て
自
分
達
で
賄
う
必
要
が
有
る
、
謂
わ
ば
自
営
業
者

で
す
。

―
―
公
証
役
場
が
主
に
担
う
業
務
と
は
。

齊
木
　
最
も
多
い
の
が
遺
言
や
契
約
書
等
の
公
正
証
書
の
作

成
で
す
。
次
は
会
社
や
社
団
法
人
、
医
療
法
人
等
の
法
人
の

定
款
認
証
業
務
。
３
つ
目
は
文
書
の
認
証
で
、
作
成
さ
れ
た

文
書
に
つ
い
て
、
本
人
が
作
成
し
た
事
を
客
観
的
に
証
明
す

る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
特
に
外
国
に
提
出
す
る
文
書
等
で
重

要
で
、例
え
ば
、委
任
状
を
外
国
の
相
手
に
提
出
す
る
場
合
、

真
正
な
委
任
状
で
あ
る
事
を
公
証
人
が
認
証
し
ま
す
。
公
証

人
の
認
証
証
明
に
、
法
務
局
長
や
外
務
省
の
証
明
書
も
添
付

し
て
提
出
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
一
般
的
で
す
。

―
―
公
証
役
場
は
全
国
に
ど
の
位
在
る
の
で
す
か
。

一人暮らしで身寄りの無い、所謂「お一人様」
をどう支援して行くかが社会の課題となっている。
今年４月に開催された医療勉強会「日本の医療
の未来を考える会」では、お一人様が直面す
る医療や福祉の問題について、専門家の立場
から議論が重ねられた。患者の受け入れや医
療費の支払い、患者が亡くなった後の対応等、
様々な課題が提起され、現状や具体的な解決
策等が報告されたが、その中で今後の活用が
期待されたのが、公正証書による遺言書や任
意後見契約、死後事務委任契約だった。今回は、
麹町公証役場公証人で、東京公証人会会長の
齊木敏文氏に公正証書とはどの様な効力を持
ち、どの様に活用すべきか、公正証書や公証
人の役割等について話を聞いた。


